
Ｎｏ 物品等又は役務の名称 数量
随意契約担当部課の
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締結した日

随意契約の相手方の指名及び住所 随意契約に係る
契約金額（税抜）

随意契約によることとした理由 備考

1 　空調設備保守点検委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

新菱冷熱工業株式会社東北支社
宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1

15,700,000円

契約業者は、当院建設時に空調設備を納入した業者である。最も当院
の空調設備に精通し、問題発生時には迅速な対応が可能であり、「契
約の性質又は目的により競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

2 　個人線量測定サービス契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

株式会社千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12

2,603,330円

契約業者は、個人線量測定サービスの業者であり、被ばく量の継続し
た管理を依頼しており、他社ではデータ管理をできず、「契約の性質
又は目的により競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

複数単価契約

3 　清掃および当直室ベッドメイク業務委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

株式会社東北ビルカンリ・システムズ
秋田県秋田市大町3-3-36

77,904,000円

業務内容が複雑多岐亘る中で、この業者が当院の施設に精通し臨機応
変な対応が可能であり、「契約の性質又は目的により競争を許さない
場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

4 　受変電設備点検業務委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

株式会社明電エンジニアリング東北支店
宮城県仙台市若林区六丁の目元町8-8

4,000,000円

契約業者は、当院建設時に受変電設備を納入した業者である。最も当
院の受変電設備に精通し、安全かつ迅速に対応できる業者であり、
「契約の性質又は目的により競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

5 　非常用発電設備保守業務委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

株式会社明電エンジニアリング東北支店
宮城県仙台市若林区六丁の目元町8-8

3,720,000円

契約業者は、当院建設時に非常用発電設備を納入した施業者である。
最も当院の非常用発電設備に精通し、安全かつ迅速に対応できる業者
であり、「契約の性質又は目的により競争を許さない場合」に該当す
るため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

6 　施設衛生設備保守業務委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

大成温調株式会社東北支店
宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目4番22号

15,000,000円

契約業者は、当院建設時に施設衛生設備を納入した業者である。最も
当院の衛生設備に精通し、問題発生時には迅速な対応が可能であり、
「契約の性質又は目的により競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

7 　消防用設備等定期点検委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

秋田ホーチキ株式会社
秋田県秋田市泉釜ノ町25-24

1,810,000円

契約業者は、当院建設時に消防用設備を納入した業者である。秋田県
内では消防用設備保守に対応できる業者が少ない中、当施設の消防用
設備に最も精通し、問題発生時には迅速な対応が可能な業者であり、
「契約の性質又は目的により競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

8
　附属あきた健康管理センター
　空調設備保守点検業務委託契約

１式
秋田赤十字病院　事務部管財課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

羽後設備株式会社
秋田県秋田市泉中央2丁目2−29

1,680,000円

契約業者は、当施設の空調設備を納入した業者である。施設内の空調
設備に精通し、問題発生時には迅速な対応が可能であり、「契約の性
質又は目的により競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

1 　一般廃棄物等の処理に関する業務委契約 １式
秋田赤十字病院　事務部総務課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

秋田協同清掃株式会社
秋田県秋田市新屋豊町4-30

5,706,150円

本契約は業務内容の専門性が高いため長年の経験を有する業者と継続
して契約することが効率的であり、「契約の性質又は目的が競争を許
さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

・産業廃棄物（医療系除く）
・機密文書裁断を含む。

　　　　複数単価契約

2 　産業廃棄物処理の管理委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部総務課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

　　①ワタキューセイモア株式会社東北支店（管理業務）
　　　宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原9-51
　　②福興産業株式会社（収集運搬）
　　　福島県伊達郡桑折町字田植12-1
　　③株式会社キヨスミ産研（処分）
　　　山形県山形市鋳物町3番地

18,313,635円

本契約は完全委託のため業務の継続性が重要であること、秋田市内で
は当院規模の病院給食委託業務に対応できる業者が他に無いことか
ら、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

複数単価契約

3 　施設保安管理業務等委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部総務課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

株式会社秋田東北ダイケン
秋田県秋田市中通2-2-32

月額 6,892,000円

契約業者は、新病院開設当初から委託しており、多岐にわたる業務内
容について見直ししながら現在の安定的な業務遂行に至っているた
め、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

【総務課契約分】

2024年度 随意契約締結報告及び公表（2024年4月施行契約分）

【管財課契約分/委託】
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4 　医事業務委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部総務課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

株式会社ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台2-9

月額11,870,000円

本契約は業務内容の専門性が高いため長年の経験を有する業者と継続
して契約することが効率的であり、また、秋田市内には他に同規模の
事業を委託できる業者がないため、「契約の性質又は目的が競争を許
さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

1 　社会保険関係業務委託契約 １式
秋田赤十字病院　事務部人事課

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
2024年4月1日

秋田労務行政事務所
秋田県秋田市中通4丁目1番2号 秋田スクエアビル4階

3,432,000円

契約業者は、昭和62年から社会保険関係業務、日々の労務管理に関す
る相談業務を受託している実績があり、医療機関における労務管理に
精通し、適切な業務の実施が期待できることから、「契約の性質又は
目的により競争を許さない場合」に該当するため。
 （日本赤十字社会計規則第36条第４項）

【人事課契約分】
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